
平成３０年７月豪雨の災害支援について 

 

平成 30 年 7 月豪雨の発生を受け、7 月 7 日(土)8 時に辻原理事長を本部長とする

災害対策本部が設置され、同日より、近畿・中国総合事務所を中心に職員を現地に

派遣するなど、各地の被害情報のあった施設の現地調査や緊急対応を行い、これま

で１０市町の各施設の復旧に向けて支援しています。 

引き続き、関係部署とも協力のうえ、復旧工事、災害査定に向けた準備などしっか

り支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社および近畿・中国総合事務所の災害対策本部会議（テレビ会議システム利用） 


